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行
政
調
査
と
犯
罪
捜
査
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書

去
る
三
月
三
十
一
日
、
補
助
金
の
支
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
た
め
、
大
阪
府
は
学
校
法
人
森
友
学
園
塚

本
幼
稚
園
に
、
大
阪
市
は
系
列
の
社
会
福
祉
法
人
肇
國
舎
高
等
森
友
学
園
保
育
園
に
対
し
て
立
ち
入
り
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
調
査
に
当
た
っ
て
、
松
井
大
阪
府
知
事
は
、
立
入
調
査
の
結
果
に
よ
っ
て
は
大
阪
府
警
に
告
発
す
る
旨
の
発
言
を
し
た

と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

犯
罪
捜
査
は
令
状
主
義
を
と
っ
て
お
り
、
令
状
の
な
い
強
制
捜
査
は
違
法
で
あ
る
一
方
、
行
政
調
査
は
拒
否
す
る
と
罰
則
規

定
が
あ
り
強
制
力
が
あ
り
ま
す
。

一
般
論
と
し
て
、
犯
罪
の
裏
付
け
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
政
調
査
を
行
う
こ
と
は
行
政
権
の
濫
用
に
あ
た
り
、
違
法

だ
と
解
す
る
が
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

右
質
問
す
る
。


